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五
月
講
演
要
旨日

本
太
古
史
と
兼
農
サ
ラ
リ
ー
マ
ン

 
 

三
戸
岡
道
夫

一
、

日
本
太
古
史

明
治
時
代
の
民
間
歴
史
学
者
で
あ
る
木
村
鷹
太
郎

は
、
「
日
本
太
古
史
」
と
い
う
巨
大
に
し
て
偉
大
な
本

を
著
し
た
。
上
巻
が
七
五
四
ペ
ー
ジ
、
下
巻
が
九
七
二

ペ
ー
ジ
と
い
う
巨
大
な
も
の
で
、
明
治
四
十
四
年
に
上

巻
を
、
明
治
四
十
五
年
に
下
巻
を
発
行
し
た
。
そ
れ
は

日
本
の
古
事
記
、
日
本
書
紀
と
、
ギ
リ
シ
ャ
神
話
な
ど

を
対
比
し
、
そ
の
類
似
性
か
ら

(

日
本
の
古
代
は
ギ
リ
シ
ャ
に
あ
っ
た)

と
結
論
し
た
、
日
本
太
古
史
で
あ
る
。

た
と
え
ば
、
そ
の
類
似
性
を
あ
げ
れ
ば
、

天
照
大
神
は
、
ア
フ
ロ
デ
テ
ー
女
神
で
あ
り
、

す
さ
の
お
の
命
は
、
ヘ
ラ
ク
レ
ー
ス
で
あ
り
、

日
本
武
尊
は
、
ア
ポ
ロ
の
神
で
あ
り
、

イ
ザ
ナ
ギ
ノ
ミ
コ
ト
は
、
ゼ
ウ
ス
で
あ
り
、

等
々
、
そ
の
例
証
は
本
の
各
ペ
ー
ジ
に
満
ち
溢
れ
て

い
る
。

明
治
四
十
四
年
に
そ
れ
を
発
表
す
る
と
、
歴
史
学
会
、

言
語
学
会
か
ら
は
、
こ
れ
は
妄
想
だ
、
空
想
だ
と
批
判

さ
れ
、
受
け
容
れ
ら
な
か
っ
た
。
生
来
才
気
煥
発
で
、

語
学
に
抜
群
の
才
能
を
持
ち
、
妥
協
を
知
ら
な
い
木
村

鷹
太
郎
は
、
自
分
の
意
見
と
合
わ
な
い
歴
史
学
者
を
こ

 
 

例

会

の

お

知

ら

せ

◎

６
月
例
会

日

時

平
成
25
年
６
月
26
日(

水)
      

 
 

午
後
６
時
～
８
時

会

場

目
黒
区
民
セ
ン
タ
ー

７
階

 
 

 
 

 

社
会
教
育
館

第
２
研
修
室

講

演

千
坂
精
一
氏

テ
ー
マ

な
ぜ
忠
臣
蔵
が
持
て
囃
さ
れ
る

自
由
執
筆
者

小
田
紘
一
郎
・
鯨
遊
海
・

三
戸
岡
道
夫
の
諸
氏

締

切

６
月
末
日

◎

７
月
例
会

日

時

平
成
25
年
７
月
24
日(

水)
      

 
 

午
後
６
時
～
８
時

会

場

目
黒
区
民
セ
ン
タ
ー

７
階

 
 

 
 

 

社
会
教
育
館

第
２
研
修
室

講

演

太
田
精
一
氏

テ
ー
マ

未
定

自
由
執
筆
者

隆
恵
・
中
込
勝
則
・

千
坂
精
一
の
諸
氏

締

切

７
月
末
日

No.221 号

平成 25 年

６月 13 日



史遊会通信 No.221 (2)                                                                  

と
ご
と
く
攻
撃
し
、
論
破
し
、
そ
の
た
め
「
キ
ム
タ
カ
」

の
呼
ば
れ
、
論
壇
か
ら
恐
れ
ら
れ
た
。

そ
の
キ
ム
タ
カ
は
明
治
三
年
に
愛
媛
県
宇
和
島
市

に
生
ま
れ
、
明
治
二
十
三
年(

二
十
一
歳
の
と
き)

に
東

京
帝
国
大
学
の
史
学
科
に
入
学
し
、
の
ち
に
哲
学
科
へ

移
っ
た
。

明
治
三
十
四
年(

三
十
二
歳
の
と
き)

以
降
は
、
ロ
マ

ン
派
文
学
と
ギ
リ
シ
ャ
古
典
研
究
に
没
頭
し
た
。
明
治

三
十
五
年
に
「
バ
イ
ロ
ン
文
学
の
大
魔
王
」
を
著
し
、

そ
れ
か
ら
明
治
三
十
六
年
か
ら
明
治
四
十
四
年
に
か

け
て
、
九
カ
年
の
歳
月
を
か
け
て
プ
ラ
ト
ン
全
集
の
個

人
完
訳
を
実
現
し
た
。

そ
し
て
そ
の
よ
う
な
ギ
リ
シ
ャ
研
究
の
蓄
積
の
上

に
立
っ
て
、
明
治
四
十
四
年
、
五
年
と
、
二
年
に
わ
た

っ
て
日
本
太
古
史
を
書
き
上
げ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
そ
の
日
本
太
古
史
は
、
歴
史
学
界
か
ら
は
無

視
さ
れ
空
想
史
と
批
判
さ
れ
、
発
禁
処
分
に
さ
れ
て
し

ま
っ
た
。
し
か
し
こ
の
日
本
太
古
史
は
歴
史
学
界
に
、

(

空
想
史
の
価
値)

と
い
う
問
題
を
投
げ
か
け
た
と
い
え
る
の
で
は
な

か
ろ
う
か
。

空
想
史
に
対
す
る
、
正
し
い
歴
史
は
「
正
史
」
で
あ

る
。
正
史
と
は
、
資
料
に
裏
付
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

す
る
と
、

(

資
料
と
は
何
ぞ
や)

と
い
う
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
資
料
と
い
っ
て
も
千
差
萬
別
で
あ
り
、
ま
た

現
実
に
資
料
と
し
て
記
録
さ
れ
て
い
な
い
歴
史
事
実

の
方
が
多
い
の
で
あ
る
か
ら
、
正
史
だ
け
が
正
史
で
は

な
い
、
空
想
史
の
中
に
も
正
史
が
あ
る
の
で
あ
る
。

い
や
、
場
合
に
よ
っ
て
は
空
想
史
の
正
史
の
方
が
、

眞
の
歴
史
で
あ
る
場
合
も
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

資
料
の
み
に
こ
だ
わ
ら
ず
に
、
独
断
と
偏
見
を
持
っ

て
空
想
史
の
中
に
潜
水
夫
の
よ
う
に
も
ぐ
り
込
ん
で

み
る
。
す
る
と
そ
こ
に
正
史
に
現
わ
れ
な
い
、
真
実
の

歴
史
が
現
わ
れ
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

史
遊
会
の
創
始
者
の
今
野
先
生
の
言
わ
れ
て
い
た

「
独
断
と
偏
見
」
と
は
、
こ
の
事
を
言
っ
た
の
だ
と
、

最
近
や
っ
と
気
が
つ
い
た
次
第
で
あ
る
。

二
、

兼
農
サ
ラ
リ
ー
マ
ン

兼
農
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
と
は
兼
業
農
家
に
対
す
る
言

葉
で
あ
り
、
最
近
、
神
奈
川
県
南
足
柄
市
の
古
屋
富
雄

さ
ん
が
言
い
出
し
た
言
葉
で
、
こ
れ
か
ら
マ
ス
コ
ミ
に

出
よ
う
と
い
う
言
葉
で
あ
る
。

現
代
日
本
の
農
業
の
問
題
点
は
、
親
が
農
業
を
や
っ

て
い
て
も
、
子
供
は
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
な
ど
に
な
っ
て
農

業
を
や
ら
ず
、
こ
れ
が
兼
業
農
業
で
あ
る
。

そ
の
た
め
親
が
老
齢
化
し
て
も
後
を
継
ぐ
人
が
居

ら
ず
、
耕
作
を
放
棄
し
た
荒
廃
農
地
が
ふ
え
、
十
年
も

た
て
ば
日
本
の
農
業
は
無
く
な
っ
て
し
ま
う
の
で
は

な
い
か
、
と
言
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
れ
を
解
決
す
る
の
が
兼
農
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
だ
と

い
う
わ
け
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
最
近
は
兼
業
農
家
と
は
反
対
に
、
サ
ラ
リ

ー
マ
ン
で
も
農
業
に
関
心
を
持
ち
、
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
を

や
り
な
が
ら
農
業
を
や
る
人
が
増
え
て
き
て
い
る
。
そ

れ
を
兼
農
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
と
い
う
の
で
あ
り
、
将
来
は

兼
業
農
家
に
代
っ
て
、
農
業
の
柱
に
な
っ
て
い
く
と
い

う
の
で
あ
る
。

い
ま
日
本
は
Ｔ
Ｐ
Ｐ
と
い
う
問
題
に
直
面
し
て
い

る
が
、
こ
れ
は
日
本
の
農
業
を
改
革
す
る
絶
好
の
チ
ャ

ン
ス
で
あ
る
。

日
本
の
農
業
も
大
規
模
に
し
て
、
コ
ス
ト
ダ
ウ
ン
を

図
っ
て
い
け
ば
、
Ｔ
Ｐ
Ｐ
に
よ
っ
て
、
関
税
が
撤
廃
さ

れ
て
も
、
こ
わ
く
は
な
い
。
農
業
の
大
規
模
化
と
は
、

農
業
の
株
式
会
社
化
で
あ
る
。
そ
し
て
今
後
の
日
本
の

農
業
は
、
一
般
の
産
業
と
同
じ
よ
う
に
、
大
企
業
と
中

小
企
業
と
に
な
っ
て
い
く
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

す
な
わ
ち
「
兼
農
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
」
は
更
に
「
兼
農

カ
ン
パ
ニ
ー
」
へ
と
前
進
す
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
す
れ
ば
現
在
問
題
に
な
っ
て
い
る
耕

作
放
棄
地
な
ど
も
、
た
ち
ま
ち
解
消
す
る
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
兼
農
カ
ン
パ
ニ
ー
に
よ
っ
て
コ
ス
ト
ダ
ウ

ン
が
図
ら
れ
れ
ば
、
農
産
物
の
輸
出
も
可
能
に
な
る
。
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今
後
の
日
本
の
経
済
は
、
自
動
車
や
電
気
製
品
な
ど

の
輸
出
と
並
行
し
て
、
農
産
物
の
輸
出
国
と
し
て
も
発

展
し
て
い
く
可
能
性
が
あ
る
。
そ
の
手
本
が
オ
ラ
ン
ダ

で
あ
る
。

 
 

 
 

 
 

 
 

(

以
上)

自
由
執
筆

出
雲
大
社
再
考
（
二
）

千
家
本
家
説
の
定
着

村
上

邦
治

興
国
四
年
（
一
三
四
三
）
五
十
五
世
清
孝
の
死
後
、

そ
れ
ま
で
一
統
を
続
け
て
き
た
出
雲
国
造
家
は
、
遂
に
、

千
家
家
と
北
島
家
に
分
裂
し
た
。

こ
の
史
実
は
、
父
五
十
四
世
孝
時
の
譲
状
に
、
長
男

清
孝
が
、
背
い
た
こ
と
が
発
端
で
あ
っ
た
。

す
な
わ
ち
、
父
の
遺
命
は

「
五
十
五
世
清
孝
は
、
一
代
だ
け
所
領
所
職
を
相
伝

し
、
そ
の
後
は
、
三
男
資
孝
に
伝
え
る
べ
し
」

と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
清
孝
は
こ
れ
を
守

ら
ず
、
二
男
孝
宗
に
譲
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
譲
状
を
所
有
す
る
北
島
家
で
は
、
「
清
孝
死
後

は
、
一
代
限
り
の
遺
命
に
よ
り
、
資
孝
が
父
か
ら
直
接

相
伝
し
た
」
と
し
て
、
世
襲
儀
式
（
神
火
相
続
）
を
行

い
、
こ
こ
に
一
統
が
崩
壊
し
た
の
で
あ
る
。

分
立
後
は
、
大
社
の
祭
祀
権
を
巡
り
、
二
家
に
よ
る

本
家
争
い
が
、
五
〇
〇
年
に
わ
た
り
繰
り
返
さ
れ
た
。

史
実
か
ら
は
、
北
島
家
の
主
張
に
説
得
力
が
あ
る
も
の

の
、
北
島
家
を
支
援
し
た
出
雲
守
護
塩
谷
判
官
高
貞
が
、

高
師
直
に
滅
ぼ
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
大
き
な
後
ろ
盾
を

失
っ
た
。

一
方
、
千
家
孝
宗
は
、
病
弱
で
あ
つ
た
五
十
五
世
の

八
年
間
、
全
て
の
祭
祀
を
代
行
し
、
神
職
達
の
信
頼
を

得
て
い
た
。
ま
た
支
援
者
山
名
氏
の
勢
い
も
あ
り
、
両

家
い
ず
れ
も
本
家
と
称
し
、
争
い
は
続
い
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
年
間
七
十
二
回
の
祭
り
を
行
う
大
社
祭
祀
に

つ
い
て
は
、
月
毎
交
互
に
行
う
こ
と
で
和
解
し
、
滞
り

な
く
維
持
さ
れ
た
。

両
家
の
抗
争
は
、
江
戸
期
末
ま
で
続
い
た
の
で
あ
る

が
、
明
治
維
新
の
新
神
社
政
策
に
よ
り
、
実
質
的
に
決

着
し
た
。
す
な
わ
ち
、
主
要
神
社
は
国
家
管
理
と
な
り
、

明
治
六
年
出
雲
大
社
は
、
官
弊
大
社
と
い
う
神
社
社
格

の
最
高
位
に
位
置
付
け
ら
れ
た
。
出
雲
大
社
宮
司
に
つ

い
て
は
、
南
北
朝
か
ら
続
く
二
家
を
認
め
ず
、
千
家
尊

福
を
任
命
、
一
方
北
島
脩
孝
は
、
岡
山
県
吉
備
津
神
社

宮
司
に
発
令
し
た
の
で
あ
る
。
北
島
家
は
こ
れ
に
従
わ

ず
、
大
社
東
側
の
北
島
国
造
館
に
留
ま
っ
た
。
し
か
し

大
社
祭
祀
に
は
、
最
早
か
か
わ
る
事
は
、
で
き
な
く
な

っ
た
の
で
あ
る
。

明
治
政
府
の
こ
の
決
定
は
、
本
家
争
い
の
裁
定
を
下

し
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
千
家
家
当
主
の
尊
福
が
、

大
き
く
影
響
を
及
ぼ
し
た
、
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

こ
の
時
期
、
尊
福
は
既
に
神
社
神
道
の
指
導
的
理
論
家

と
し
て
、
頭
角
を
あ
ら
わ
し
て
い
た
。
ま
た
神
道
布
教

教
化
を
指
導
す
る
教
導
職
最
高
の
大
教
正
に
あ
り
、
西

部
管
長
の
要
職
に
あ
っ
た
。
政
府
と
し
て
は
、
既
に
五

百
年
前
に
遡
る
両
家
分
裂
の
史
実
よ
り
も
、
神
社
神
道

界
の
中
心
的
立
場
に
あ
っ
た
尊
福
を
無
視
す
る
裁
定

は
、
で
き
な
か
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

そ
の
後
尊
福
は
、
大
社
宮
司
を
弟
の
尊
紀
に
譲
り
、

自
ら
は
出
雲
大
社
教
を
起
こ
し
て
、
全
国
に
布
教
活
動

を
行
う
。
驚
く
こ
と
は
、
そ
の
後
の
政
治
家
と
し
て
の

活
動
で
あ
る
。
明
治
二
十
三
年
（
一
八
九
〇
）
貴
族
院

議
員
と
な
り
、
埼
玉
県
、
静
岡
県
の
県
知
事
を
歴
任
、

そ
の
後
東
京
府
知
事
を
、
官
選
で
は
桁
は
ず
れ
に
長
い

十
年
間
務
め
た
。
さ
ら
に
四
十
一
年
（
一
九
〇
八
）
に

は
、
西
園
寺
内
閣
の
司
法
大
臣
に
就
任
す
る
の
で
あ
る
。

明
治
期
以
降
、
大
社
宮
司
は
千
家
家
に
定
着
、
千
家

尊
福
の
並
外
れ
た
行
動
・
栄
進
に
伴
い
、
北
島
家
の
本

家
の
言
い
分
は
、
霞
ん
で
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

留
意
し
た
い
の
は
、
千
家
本
家
説
を
、
意
図
的
に
後

押
し
す
る
動
き
が
、
散
見
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
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『
古
事
類
苑
』
は
、
明
治
政
府
に
よ
り
、
日
本
の
古

代
か
ら
江
戸
末
期
ま
で
の
膨
大
な
古
文
書
を
、
項
目
毎

に
編
集
し
た
類
書
（
一
種
の
百
科
事
典
）
で
あ
る
。
当

時
最
高
の
学
者
を
動
員
し
、
明
治
二
十
九
年
か
ら
刊
行

開
始
さ
れ
、
完
了
し
た
の
は
大
正
三
年
と
い
う
一
大
事

業
で
あ
る
。

こ
の
中
の
「
神
祇
部
」
に
出
雲
大
社
は
四
八
ペ
ー
ジ

に
わ
た
り
集
録
さ
れ
、
う
ち
一
五
ペ
ー
ジ
は
出
雲
国
造

に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
中
に
は
、
神
火
相
続
の

項
が
あ
り
、
両
家
分
立
の
経
緯
は
三
ペ
ー
ジ
に
纏
め
ら

れ
、
四
文
書
を
掲
載
し
て
い
る
。

ま
ず
地
誌
『
懐
橘
談
下
』
に
よ
り
、
ほ
ぼ
北
島
家
の

言
い
分
を
載
せ
て
い
る
。
次
に
『
千
家
国
造
文
書
』
と

し
て
「
康
永
二
年
（
一
三
四
三
）
清
孝
譲
状
」
、「
同
年

妙
善
書
状
」
を
載
せ
て
い
る
。
こ
れ
ら
に
よ
り
、
清
孝

か
ら
孝
宗
へ
の
世
襲
が
、
正
当
な
も
の
と
思
わ
せ
る
。

最
後
に
、
『
懐
橘
談
後
編
』
を
載
せ
、
千
家
家
の
言
い

分
（
千
家
本
家
説
）
を
、
結
論
と
し
て
示
唆
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
文
書
は
、
公
平
性
に
欠
き
、
偏
り
す
ぎ
た

掲
載
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
よ
う
。

最
大
の
論
点
は
、
五
十
四
世
孝
時
の
譲
状
で
あ
る
。

こ
れ
を
掲
載
せ
ず
、
千
家
家
言
い
分
の
文
書
の
み
を
掲

載
し
、
母
の
書
状
に
よ
り
補
強
し
て
い
る
。
最
後
は
、

同
じ
地
誌
な
が
ら
、
前
の
説
明
と
相
矛
盾
す
る
千
家
本

家
説
を
結
論
付
け
た
も
の
で
あ
る
。
史
実
の
歪
曲
を
図

る
と
非
難
さ
れ
て
も
仕
方
が
な
か
ろ
う
。

次
に
、
北
島
家
に
て
指
摘
し
て
い
る
が
、
昭
和
十
二

年
平
凡
社
『
神
道
大
辞
典
』
や
、
昭
和
四
十
三
年
堀
書

店
『
神
道
辞
典
』
に
お
い
て
、
千
家
家
始
祖
孝
宗
は
、

清
孝
の
子
と
し
て
記
さ
れ
て
お
り
、
千
家
本
家
説
を
導

き
か
ね
な
い
誤
っ
た
記
載
を
し
て
い
る
。
北
島
家
が
避

難
す
る
の
も
理
解
で
き
よ
う
。

最
後
に
、
北
島
家
始
祖
貞
孝
を
、
千
家
家
で
は
、
祖

母
（
塩
谷
判
官
高
貞
の
姉
）
の
子
と
し
て
主
張
し
て
い

る
。
こ
れ
に
対
し
北
島
家
で
は
、
「
今
日
で
は
千
家
家

で
も
清
孝
、
孝
宗
、
貞
孝
が
兄
弟
で
あ
る
こ
と
は
認
め

て
お
ら
れ
る
と
理
解
し
て
い
ま
す
。
」
と
し
て
い
る
。

し
か
し
『
出
雲
大
社
』
平
成
二
十
四
年
第
三
版
に
お
い

て
も
、
訂
正
さ
れ
て
お
ら
ず
、
以
前
か
ら
の
主
張
を
踏

襲
し
た
ま
ま
な
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
文
献
は
、
分
立
の
史
実
を
、
歪
め
か
ね
な

い
も
の
と
い
え
よ
う
。

参
考
文
献

「
出
雲
大
社
の
古
文
書
」
村
田
正
志
（
東
大
助
教
授

國
學
院
大
學
教
授
）
『
季
刊
神
道
史
学
』
第
四

号

（
昭
和
二
十
八
年
）

『
出
雲
大
社
』
第
三
版

千
家
尊
統

学
生
社

『
北
島
国
造
家
沿
革
要
録
』
十
版

出
雲
教

自
由
執
筆

伊

冶

こ
れ
は
り
の

公
呰

き
み
あ
ざ

麻
呂

ま

ろ

事
件平

山

善
之

伊
治
城
は
現
在
の
宮
城
県
栗
原
市
に
築
か
れ
た
。

続
日
本
紀
に
よ
れ
ば
、
称
徳
天
皇
の
神
護
景
雲
元
年

（
七
六
七
）
十
月
、
陸
奥
国
に
伊
治
城
成
る
と
聞
き
天

皇
が
大
層
悦
び
勅
語
を
発
し
た
。

「
陸
奥
国
の
奏
す
る
所
を
見
て
、
即
ち
伊
治
城
作
り

了
れ
る
こ
と
を
知
り
ぬ
。
始
よ
り
畢
に
至
る
ま
で
三
旬

（
三
十
日
）
に
満
た
ず
。
朕
甚
だ
嘉
す
。
夫
れ
危
に
臨

み
・
・
」
で
始
ま
る
長
文
の
も
の
で
関
係
者
を
賞
し
て

各
々
位
階
を
進
め
て
い
る
。
同
二
年
十
二
月
に
は
「
伊

治
・
桃
生
に
住
ま
む
と
ね
が
ふ
者
は
情
に
願
う
に
任
せ

て
、
至
る
に
随
い
て
安
置
し
、
法
に
依
り
て
復
を
給
ふ

べ
し
」
と
移
住
を
奨
励
し
た
。
例
え
ば
本
居
か
ら
旅
程

十
日
以
上
離
れ
て
移
住
す
る
者
は
三
年
間
税
を
免
ず

る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
同
三
年
二
月
、
再
度

勅
し
て
「
桃
生
・
伊
治
の
二
城
は
、
営
造
已
に
畢
り
ぬ
。

そ
の
土
沃
壌
に
し
て
、
そ
の
毛
豊
饒
な
り
。
（
中
略
）

法
の
外
に
優
復
し
て
、
民
を
し
て
遷
る
こ
と
を
ね
が
わ

し
め
よ
」
と
優
遇
巾
を
拡
げ
て
勧
誘
さ
せ
た
。
そ
れ
で

も
移
住
者
は
無
か
っ
た
の
か
、
こ
の
年
の
十
二
月
に
は
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「
浮
宕
の
百
姓
（
浮
浪
者
）
二
千
五
百
餘
人
を
陸
奥
国

伊
治
村
に
置
く
。
」
大
変
な
執
心
で
こ
の
拠
点
確
保
に

努
め
た
こ
と
が
分
る
。

し
か
し
、
こ
の
豊
饒
の
地
は
無
人
の
土
地
で
は
な
か

っ
た
。
畿
内
政
権
が
え
み
し
と
称
し
蔑
ん
だ
原
住
民
た

ち
が
い
た
の
で
あ
る
。
彼
ら
は
表
面
畿
内
政
権
に
従
い
、

そ
の
首
長
は
伊
治
公
呰
麻
呂
と
い
う
姓
名
を
貰
っ
て

い
た
。
彼
ら
は
城
に
や
っ
て
き
て
威
張
り
散
ら
す
官
人

や
、
ろ
く
で
も
な
い
移
住
者
た
ち
を
、
ど
ん
な
目
で
み

て
い
た
か
は
想
像
に
難
く
な
い
。
果
た
し
て
こ
の
頃
か

ら
、
陸
奥
国
の
地
は
騒
然
と
し
た
空
気
に
包
ま
れ
る
。

光
仁
天
皇
の
宝
亀
五
年(

七
七
四)

七
月
天
皇
は
鎮

守
将
軍
大
伴
駿
河
麻
呂
、
副
将
軍
紀
広
純
ら
に
「
蠢
け

る
か
の
蝦
狄
、
野
心
を
あ
ら
た
め
ず
、
し
ば
し
ば
辺
境

を
侵
し
て
、
敢
え
て
王
命
を
そ
し
る
。
事
已
む
こ
と
を

得
ず
。
一
に
来
奏
に
依
り
て
、
す
み
や
か
に
軍
を
発
し

て
、
時
に
あ
た
り
て
討
ち
滅
ぼ
す
べ
し
」
と
命
じ
た
。

そ
の
二
日
後
、
陸
奥
国
か
ら
「
海
道
の
蝦
夷
、
忽
に
徒

衆
を
発
し
て
、
橋
を
焚
き
道
を
塞
ぎ
て
既
に
往
来
を
絶

つ
。
桃
生
城
を
侵
し
て
そ
の
西
郭
を
破
る
。
鎮
守
の
兵
、

勢
い
支
ふ
る
こ
と
能
わ
ず
。
」
と
言
っ
て
き
た
。
所
謂
、

三
八
年
戦
争
の
始
ま
り
で
あ
る
。

宝
亀
十
一
年
（
七
八
〇
）
三
月
二
十
二
日
、
伊
治

公
呰
麻
呂
が
叛
く
。

彼
は
そ
の
時
陸
奥
守
兼
按
察
使
で
あ
っ
た
紀
広

純
の
下
で
伊
治
郡
大
領
で
あ
っ
た
。
紀
広
純
は
呰
麻
呂

が
蝦
夷
で
あ
る
こ
と
を
意
に
介
せ
ず
信
用
し
て
い
た
、

と
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
牡
鹿
郡
大
領
、
道
嶋
大
楯
と
い

う
者
が
居
て
、
夷
俘
と
し
て
常
に
呰
麻
呂
を
侮
っ
て
い

た
。
呰
麻
呂
は
深
く
こ
れ
を
恨
ん
で
機
会
を
み
て
大
楯

を
殺
し
、
次
い
で
伊
治
城
内
で
広
純
を
殺
し
た
、
と
い

う
。呰

麻
呂
の
反
乱
を
あ
た
か
も
私
怨
に
基
づ
く
か
の

よ
う
に
矮
小
化
し
て
い
る
の
は
、
続
日
本
紀
の
著
者
藤

原
継
縄
（
南
家
・
武
智
麻
呂
の
孫
。
豊
成
の
次
男
）
の

認
識
不
足
か
、
或
い
は
故
意
か
。

呰
麻
呂
は
こ
の
後
、
多
賀
城
を
攻
め
火
に
か
け
て
い

る
。（
別
人
と
い
う
説
も
あ
る
。
） 

 

多
賀
城
は
七
二

四
年
に
築
か
れ
た
陸
奥
国
府
、
畿
内
政
権
の
東
北
攻
略

の
本
拠
地
で
あ
る
。
「
そ
の
城
、
久
し
き
年
、
国
司
治

る
所
に
し
て
、
兵
器
・稂

蓄

、
あ
げ
て
計
う
べ
か
ら
ず
」

「
賊
徒
す
な
わ
ち
至
り
、
争
い
て
府
庫
の
物
を
取
る
。

重
き
を
こ
ぞ
り
て
去
る
。
そ
の
遺
れ
る
も
の
は
火
を
放

ち
て
焼
く
。
」

こ
の
行
動
が
、
夷
俘
と
馬
鹿
に
さ
れ
た
こ
と
に
よ
る

も
の
で
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
畿
内
政
権
に
よ

る
侵
略
、
移
住
政
策
で
彼
ら
の
生
活
基
盤
を
奪
っ
て
当

然
と
す
る
思
い
上
が
り
、
そ
う
し
た
も
の
に
対
す
る
已

む
に
已
ま
れ
ぬ
住
民
の
抵
抗
運
動
だ
っ
た
と
思
わ
れ

る
。

呰
麻
呂
が
そ
の
後
ど
う
な
っ
た
か
、
続
日
本
紀
は

沈
黙
し
て
い
る
。
乱
勃
発
直
後
、
著
者
継
縄
が
征
東
大

使
に
任
命
さ
れ
た
が
、
半
年
で
北
家
・
房
前
の
孫
、
藤

原
小
黒
麻
呂
に
替
え
ら
れ
て
い
る
。
兵
士
の
甲
や
衣
類

を
西
か
ら
送
ら
せ
た
と
い
っ
た
些
少
な
記
事
や
光
仁

天
皇
、
次
い
で
即
位
し
た
桓
武
天
皇
の
叱
咤
す
る
勅
語

は
あ
る
が
、
小
黒
麻
呂
が
ど
の
よ
う
に
鎮
圧
し
た
か
は

全
く
記
さ
れ
て
い
な
い
。

続
日
本
紀
に
は
た
だ
、
翌
年
天
応
元
年
八
月
、
「
陸

奥
按
察
使
正
四
位
下
藤
原
朝
臣
小
黒
麻
呂
、
征
伐
の
事

畢
り
て
入
朝
す
。
特
に
正
三
位
を
授
く
。
」
と
あ
る
だ

け
で
あ
る
。
こ
の
時
、
従
三
位
の
継
縄
は
飛
び
越
さ
れ

た
の
で
あ
る
。
翌
月
彼
も
正
三
位
と
な
る
が
、
そ
の

苦
々
し
い
思
い
を
感
ず
る
の
は
、
読
み
す
ぎ
で
あ
ろ
う

か
。六

国
史
は
当
時
の
近
現
代
史
で
あ
る
。
関
係
者
で
生

き
て
い
る
人
も
多
い
。
都
合
悪
け
れ
ば
隠
蔽
し
た
り
、

誇
張
や
歪
曲
も
あ
ろ
う
。
一
族
と
は
い
え
、
藤
原
氏
内

の
対
立
抗
争
も
あ
る
。
加
え
て
都
の
貴
族
に
は
住
民
側

に
立
っ
た
見
方
は
不
可
能
で
あ
っ
た
ろ
う
。

我
々
は
歴
史
書
を
読
む
と
き
心
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
思
う
。
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自
由
執
筆

『
東
北
に
お
け
る
大
陸
文
化
』

漆
原

直
子

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

東
北
地
方
の
歴
史
と
聞
く
と
、
豊
か
な
縄
文

文
化
と
〝
蝦
夷
〟
の
世
界
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
も

つ
。
蝦
夷
は
日
本
列
島
の
先
住
民
と
し
て
の
縄
文
文
化

と
北
海
道
を
中
心
に
栄
え
た
続
縄
文
文
化
、
擦
文
文
化

と
の
関
係
が
深
い
。
そ
の
一
方
で
、
畿
内
の
ヤ
マ
ト
政

権
成
立
以
来
、
中
央
か
ら
は
蛮
族
と
見
な
さ
れ
、
豊
か

な
資
源
の
簒
奪
を
目
的
と
し
た
〝
征
夷
〟
と
、
〝
俘
囚

〟
と
し
て
様
々
な
強
制
労
働
を
強
い
ら
れ
て
き
た
。
そ

し
て
東
北
地
方
の
文
化
は
、
西
日
本
か
ら
畿
内
を
通
じ

て
北
上
し
て
行
っ
た
と
い
う
認
識
が
一
般
的
に
な
っ

て
い
る
。
し
か
し
、
本
当
に
そ
の
よ
う
な
一
元
的
な
歴

史
展
開
し
か
し
て
こ
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
？
東
北

地
方
で
出
土
し
て
い
る
遺
物
の
中
に
は
、
畿
内
周
辺
で

は
見
ら
れ
な
い
大
陸
由
来
の
遺
物
が
少
な
く
な
い
。
い

く
つ
か
時
代
を
お
っ
て
、
そ
の
例
を
あ
げ
て
み
た
い
。

【
縄
文
時
代
】

①
刻
文
付
有
孔
磨
製
石
斧

(

玉
斧)

山
形
県
羽
黒
町
大
字
川
代
中
川
代
遺
跡(

月
山
の
麓)

よ
り
出
土
。
縄
文
時
代
中
期
の
大
木
式
土
器
と
共
伴
し

て
出
土
。
中
国
大
汶
口
文
化
期
Ｂ
Ｃ
四
千
年
か
ら
Ｂ
Ｃ

二
千
年
前
の
新
石
器
時
代
後
期
の
も
の
に
対
応
す
る

と
さ
れ
て
い
る
。
石
斧
の
刻
文
は
甲
骨
文
字
と
類
似
し

て
い
る
。
し
か
し
、
中
国
で
は
線
刻
の
あ
る
石
斧
は
発

見
さ
れ
て
い
な
い
。
戦
後
に
中
国
大
陸
か
ら
引
き
揚
げ

て
き
た
軍
人
が
、
持
ち
帰
っ
て
き
て
い
た
の
で
は
な
い

か
、
さ
ら
に
捏
造
説
も
出
た
が
、
厳
密
な
化
学
的
分
析

の
結
果
、
そ
う
し
た
疑
い
は
否
定
さ
れ
て
い
る
。

②
青
銅
刀
子

鳥
海
山
の
麓
、
山
形
県
飽
海
郡
遊
佐
町
大
字
女
鹿
字

三
崎
山
の
縄
文
後
期
中
葉
の
住
居
遺
跡
よ
り
出
土
。
中

国
殷
時
代
Ｂ
Ｃ
千
三
百
年
か
ら
千
年
頃
の
殷
墟
で
あ

る
河
南
省
安
陽
県
小
屯
の
遺
跡
か
ら
出
土
し
た
青
銅

刀
子
と
類
似
し
て
い
る
と
さ
れ
る
。
な
お
、
北
部
日
本

(
北
海
道
か
ら
青
森)

の
縄
文
時
代
晩
期
の
内
反
石
刀
は
、

こ
の
青
銅
刀
子
を
模
倣
し
た
も
の
で
は
な
い
か
と
見

ら
れ
て
い
る
。
こ
の
青
銅
刀
子
は
対
馬
海
流
に
乗
っ
て
、

出
羽
の
地
に
着
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
鳥
海
山
は
そ
の

特
異
な
山
容
か
ら
、
海
上
か
ら
の
目
印(

ラ
ン
ド
マ
ー

ク)

に
な
っ
て
い
た
と
さ
れ
る
。
６
世
紀
か
ら
９
世
紀
に

か
け
て
は
、
渤
海
の
使
者
が
出
羽
に
何
回
も
来
て
い
る
。

ま
た
、
出
羽
柵
に
は
征
狄
所
が
置
か
れ
た
。
出
羽
や
越

前
の
あ
た
り
は
粛
慎
が
渡
来
し
て
い
る
。
〝
夷
〟
と
〝

狄
〟
は
民
族
的
に
違
う
人
々
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

日
本
海
沿
岸
は
ま
さ
に
大
陸
と
の
玄
関
口
で
あ
っ
た
。

私
は
〝
環
日
本
海
文
化
圏
〟
を
想
定
し
た
い
。

【
弥
生
時
代(

縄
文
時
代
晩
期)

】

③
稲
作
文
化

佐
賀
県
唐
津
市
の
菜
畑
遺
跡(

縄
文
時
代
晩
期
後

半) 

や
福
岡
県
福
岡
市
板
付
遺
跡(

縄
文
時
代
終
末
期)

と
同
じ
く
ら
い
古
い
水
田
跡
が
、
青
森
県
弘
前
市
の
砂

沢
遺
跡(

縄
文
時
代
終
末
期)

で
発
見
さ
れ
て
い
る
。
な

お
、
砂
沢
遺
跡
で
は
遠
賀
川
式
土
器(

弥
生
時
代
初
期)

が
出
土
し
て
い
る
。

【
古
墳
時
代
】

④
錫
釧

錫
製
の
釧
は
西
日
本
で
の
出
土
例
は
ほ
と
ん
ど

み
ら
れ
ず
、
北
海
道
か
ら
東
北
に
か
け
て
の
末
期
古
墳

群
か
ら
の
出
土
例
が
多
い
。
北
海
道
積
丹
半
島
経
由
で

の
、
大
陸
と
の
流
通
が
考
え
ら
れ
る
。

⑤
ガ
ラ
ス
製
金
張
丸
玉(

ゴ
ー
ル
デ
ン
サ
ン
ド
イ
ッ

チ
ガ
ラ
ス)

岩
手
県
北
上
市
江
釣
子
古
墳
群(

Ａ
Ｄ
七
世
紀
後

半
か
ら
八
世
紀
前
半
に
築
造)

よ
り
出
土
。
こ
れ
と
良
く

似
た
ガ
ラ
ス
玉
が
、
京
都
府
長
岡
京
市
に
あ
る
５
世
紀

前
半
の
宇
津
久
志
１
号
墳
、
奈
良
県
橿
原
市
に
あ
る
五

世
紀
後
半
の
新
沢
千
塚
古
墳
群
の
１
２
６
号
墳
で
見

つ
か
っ
て
い
る
。
宇
津
久
志
１
号
墳
の
ガ
ラ
ス
玉
に
つ

い
て
は
、
分
析
の

結
果
１
～
４
世
紀
に
古
帝
政
ロ
ー
マ
領
内
の
エ
ジ

プ
ト
か
シ
リ
ア
で
作
ら
れ
た
物
と
見
ら
れ
、
国
内
最
古
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級
と
さ
れ
て
い
る
。
江
釣
子
古
墳
群
の
ガ
ラ
ス
玉
は
畿

内
経
由
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
の
よ
う
な
ガ
ラ
ス
玉
が

東
北
に
も
た
ら
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
な
ぜ
で

あ
ろ
う
か
？

⑥
獅
子
嚙
式
三
累
環
頭
柄
頭(

青
銅
製)

７
世
紀
後
半
か
ら
９
世
紀
後
半
に
築
造
さ
れ
た

蝦
夷
の
墳
墓(

末
期
古
墳)

と
さ
れ
る
青
森
県
八
戸
市
丹

後
平
古
墳)

の
１
５
号
墳
の
周
溝
か
ら
出
土
。
国
内
で
は
、

〝
獅
子
嚙
〟
と
〝
三
環
〝
が
合
わ
せ
ら
れ
た
形
の
柄

頭
の
出
土
例
は
無
く
、
新
羅
、
韓
国
全
羅
南
道
羅
州
市

の
「
伏
岩
里
三
号
墳
」
の
横
穴
式
石
室
か
ら
同
じ
よ
う

な
タ
イ
プ
の
物
が
発
見
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
が
な
ぜ
、

蝦
夷
の
墳
墓
に
あ
っ
た
の
か
は
わ
か
ら
な
い
。
丹
後
平

古
墳
群
か
ら
は
、
そ
の
他
和
同
開
珎
、
馬
具
の
轡
、
鉄

製
の
か
帯
金
具
等
が
出
土
し
て
い
る
。

⑦
馬
、
馬
具

蝦
夷
は
馬
を
飼
っ
て
お
り
、
馬
の
埋
葬
墓
や
墳
墓
の

副
葬
品
に
馬
具
が
多
く
含
ま
れ
て
い
る
。
な
ぜ
、
蝦
夷

は
馬
を
飼
っ
て
い
た
の
か
？
日
本
の
馬
の
起
源
は
、
モ

ン
ゴ
ル
高
原
か
ら
朝
鮮
半
島
経
由
で
渡
来
し
た
蒙
古

系
馬
と
さ
れ
る
。
が
、
東
北
の
蝦
夷
の
地
に
馬
を
も
た

ら
し
た
の
は
誰
か
？

東
北
日
本
に
は
在
来
馬
と
し
て
、
縄
文
後
期
に
中
国

華
南
地
方
か
ら
台
湾
、
琉
球
諸
島
、
薩
南
諸
島
を
通
じ
、

広
西
矮
馬
や
中
国
西
南
山
地
馬
（
四
川
馬
、
雲
南
馬
の

ル
ー
ツ
と
言
わ
れ
る
）
を
母
体
と
す
る
小
型
馬
が
導
入

さ
れ
、
与
那
国
馬
、
宮
古
馬
、
ト
カ
ラ
馬
、
野
間
馬
が

作
ら
れ
た
。
弥
生
時
代
末
に
は
内
蒙
古
、
河
北
、
遼
寧
、

吉
林
か
ら
朝
鮮
半
島
を
通
じ
て
蒙
古
馬
（
中
央
ア
ジ
ア

の
タ
ル
パ
ン
系
高
原
馬
と
も
言
わ
れ
る
）
を
母
体
と
す

る
中
型
馬
が
導
入
さ
れ
、
御
崎
馬
、
木
曽
馬
、
土
産
馬

が
作
ら
れ
た
、
と
さ
れ
る
。
古
墳
時
代
に
な
り
、
岩
手

県
胆
沢
町
の
角
塚
古
墳(

５
世
紀
後
半
築
造)

か
ら
は
、

馬
形
埴
輪
の
一
部
が
出
土
し
て
い
る
。
ま
た
、
そ
の
古

墳
を
造
営
し
た
と
思
わ
れ
る
人
々
の
集
落
跡
で
あ
る

５
世
紀
前
半
の
中
半
入
遺
跡(

水
沢
市
佐
倉
河)

か
ら
、

小
型
馬
３
頭
分
の
骨
が
出
土
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
、

東
北
最
古
の
馬
関
連
の
遺
跡
と
さ
れ
て
い
る
。
先
述
の

丹
後
平
古
墳
群
か
ら
は
、
６
世
紀
代
の
馬
具
と
中
型
馬

の
骨
が
出
土
し
て
い
る
。
蝦
夷
の
馬
が
文
献
に
初
め
て

記
録
さ
れ
た
の
は
『
扶
桑
略
記
』
で
、
７
１
８
（
養
老

２
）
年
、
出
羽
と
渡
嶋
蝦
夷
が
馬
を
朝
廷
に
献
上
し
た

と
あ
る
。
〝
渡
島
蝦
夷
〟
の
〝
渡
島
〟
は
、
現
北
海
道

の
渡
島
半
島
と
さ
れ
る
が
、
津
軽
半
島
の
辺
り
を
〝
渡

島
〟
と
み
る
説
も
あ
る
。
ま
た
、
北
海
道
に
馬
が
渡
っ

て
来
た
の
は
、
１
８
世
紀
末
ご
ろ
で
、
８
世
紀
代
の
北

海
道
に
馬
は
い
な
か
っ
た
と
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
石
狩

平
野
部
の
末
期
古
墳
群
か
ら
は
、
馬
具
の
轡
が
出
土
し

て
い
る
の
で
、
全
く
い
な
か
っ
た
か
ど
う
か
は
不
明
で

あ
る
が
、
少
な
く
と
も
ア
イ
ヌ
民
族
は
馬
を
飼
っ
て
い

な
か
っ
た
。
こ
れ
は
〝
蝦
夷
〟
と
の
大
き
な
違
い
で
あ

る
。 

 

で
は
な
ぜ
、
蝦
夷
は
馬
を
飼
っ
て
い
た
の
か
？
馬
を

飼
う
技
術
は
ど
の
よ
う
に
し
て
得
た
の
か
？
一
時
期

「
騎
馬
民
族
征
服
王
朝
説
」
が
ブ
ー
ム
に
な
っ
た
が(

現

在
こ
の
説
は
否
定
さ
れ
て
い
る)

、
律
令
制
下
で
、
信
濃
、

甲
斐
、
武
蔵
、
上
野
等
東
国
に
は
数
多
く
の
〝
牧
〟
が

あ
り
、
渡
来
人
が
営
ん
で
い
た
。
そ
の
人
々
が
、
蝦
夷

等
の
先
住
民
と
融
合
し
な
が
ら
牧
草
を
求
め
て
自
然

に
移
動
し
て
行
っ
た
の
か
？
ま
た
は
、
先
住
民
が
畿
内

政
権
と
対
峙
す
る
た
め
に
独
自
に
大
陸
か
ら
直
接
輸

入
し
、
軍
事
用
ま
た
は
交
易
品
と
し
て
飼
育
し
て
い
た

の
か
？
そ
も
そ
も
蝦
夷
と
は
誰
か
？
短
絡
的
な
考
え

方
か
も
知
れ
な
い
が
、
蝦
夷
の
主
体
は
実
は
〝
渡
来
系

集
団
〟
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
？
そ
の
集
団
は
、
畿

内
政
権(

百
済
系
中
心)

と
は
対
立
的
な
関
係
に
あ
っ
た

渡
来
人(

高
句
麗
系
、
そ
の
他
の
北
方
系)

で
、
ま
さ
に

〝
ま
つ
ろ
わ
ぬ
〟
人
々
で
あ
る
。
そ
の
人
々
が
在
地
の

先
住
民
と
融
合
し
て
〝
蝦
夷
〟
と
称
さ
れ
る
集
団
を

形
成
し
て
行
っ
た
。
つ
ま
り
、
蝦
夷
集
団
の
女
性
の
多

く
は
縄
文
系
で
、
男
性
は
大
陸
か
ら
の
渡
来
人
が
主
体

で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
？
そ
し
て
さ

ら
に
、
母
系
社
会
で
あ
れ
ば
、
地
名
に
母
語
と
し
て
縄

文
系(

ア
イ
ヌ
語
系)

の
言
葉
が
残
さ
れ
た
・
・
・
。



史遊会通信 No.221 (8)                                                                  

以
上
、
い
く
つ
か
の
例
を
あ
げ
た
が
、
そ
の
他
に
古

代
中
国
特
有
の
器
形
と
さ
れ
る
、
縄
文
時
代
晩
期
の
〝

三
足
・
鬲
状
土
器
〟
が
青
森
県
と
九
州
北
部
一
帯
か
ら

集
中
し
て
出
土
し
て
い
る
。
大
陸
と
の
交
流
は
、
九
州
、

山
陰
、
畿
内
等
の
西
日
本
か
ら
の
み
が
玄
関
で
は
な
い
。

西
日
本
を
経
な
い
で
直
接
東
北
地
域
に
も
、
縄
文
時
代

か
ら
交
流
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
を
、
忘
れ
な
い
よ

う
に
し
た
い
。

〈
参
考
文
献
〉

・
『
縄
文
時
代
の
渡
来
文
化
刻
文
付
石
斧
と
そ
の
周

辺
』 

 

浅
川
利
一
・
安
孫
子
昭
二
編
、

二
〇
〇
二
年
初
版 

 

雄
山
閣
出
版

・
『
江
釣
子
古
墳
群
の
謎

古
代
東
北
と
蝦
夷
』

大
友
幸
男
著

一
九
九
四
年
第
一
版
、
三
一
書
房 

 

・
『
蝦
夷
の
考
古
学
』 

 
 

松
本
建
速
著

        

二
〇
〇
六
年
発
行 
 

同
成
社

・
『
古
代
蝦
夷
社
会
の
成
立
』

八
木
光
則

著

        

二
〇
一
〇
年
発
行 

 
 

同
成
社 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
(

了)

会
員
の
活
動

▽

新
井
宏
氏

鶴
岡
八
幡
宮
の
神
道
綜
合
誌
『
悠
久
』
の
一
三
三
号

(

平
成
25
年
７
月
発
行)

に
「
延
喜
式
の
布
」
と
い
う
特

集
が
企
画
さ
れ
て
い
ま
す
。

そ
こ
に
「
延
喜
式
の
度
量
衡
」
と
い
う
題
の
執
筆
依

頼
が
あ
り
、
８
頁
ほ
ど
の
小
論
文
を
書
き
ま
し
た
。(

株)

お
う
ふ
う
の
編
集
に
よ
る
も
の
で
、
品
の
良
い
雑
誌
で

す
。

六
月
の
講
演
要
旨 

 
 
 

千
坂

精
一

も
は
や
生
き
証
人
の
い
な
い
時
代
の
こ
と
は
真
実

が
わ
か
ろ
う
は
ず
が
な
い
。

そ
こ
で
書
き
手
は
、
丹
念
な
取
材
や
史
料
調
査
を
重

ね
て
こ
れ
が
真
実
だ
と
思
わ
れ
る
も
の
を
探
り
当
て

て
発
表
す
る
。

そ
し
て
、
そ
れ
ら
諸
説
の
な
か
か
ら
も
っ
と
も
一
般

受
け
す
る
も
の
が
や
が
て
定
説
と
な
っ
て
落
ち
着
く

と
、
そ
れ
が
真
実
と
思
い
込
ま
れ
て
し
ま
い
も
は
や
く

つ
が
え
す
こ
と
は
至
難
に
な
っ
て
し
ま
う
。

そ
れ
ど
こ
ろ
か
定
説
に
逆
ら
う
と
噴
飯
も
の
だ
と

嘲
笑
を
買
う
の
が
落
ち
で
あ
る
。

だ
か
ら
、
自
説
を
真
実
と
思
わ
れ
る
ま
で
に
昇
華
さ

せ
て
定
着
さ
せ
る
に
は
、
他
説
を
虱
潰
し
に
抹
殺
し
て

し
ま
わ
な
な
け
れ
ば
確
立
し
な
い
。

そ
ん
な
こ
と
か
ら
い
ま
や
定
説
に
な
っ
て
い
る
『
忠

臣
蔵
』
の
虚
構
部
分
に
つ
い
て
考
察
す
る

下
山
田
さ
ん
が
体
調
を
崩
し
て
、
当
分
、
史
遊
会
の

事
務
の
担
当
を
お
休
み
し
ま
す
。

そ
の
間
の
事
務
は
原
則
と
し
て
、
顧
問
の
新
井
宏
さ

ん
に
お
願
い
す
る
こ
と
な
り
ま
し
た
。

担
当
し
て
頂
く
業
務
は
、
①

会
場
の
手
配
、
②

史

遊
会
通
信
の
編
集
・
印
刷
、
③

史
遊
会
通
信
の
発
送

の
三
点
で
す
。
会
計
な
ど
の
庶
務
は
幹
事
の
村
上
邦
治

さ
ん
が
担
当
し
ま
す
。

そ
れ
に
伴
い
、
会
員
や
友
の
会
会
員
の
原
稿
送
り
先

を
〒252-0242 

相
模
原
市
中
央
区
横
山2-14-6 

新

井
宏と

し
て
下
さ
い
。
ま
た
、
パ
ソ
コ
ン
原
稿
や
ワ
ー
プ

ロ
原
稿
の
方
は
、
極
力
、
電
子
メ
ー
ル
添
付
フ
ァ
イ
ル

と
し
て
送
っ
て
下
さ
い
。
校
正
も
電
子
メ
ー
ル
で
行
い

ま
す
。
字
数
な
ど
に
つ
い
て
は
、
あ
ま
り
厳
格
に
制
限

せ
ず
、
場
合
に
よ
っ
て
は
、
空
白
ス
ペ
ー
ス
が
生
じ
て

も
、
良
い
こ
と
と
致
し
ま
す
。

メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
は

通
信
表
題
下
に
あ
り
ま
す
。

な
お
8
月
28
日
に
顧
問
・
幹
事
会
が
予
定
さ
れ
て
い

ま
す
。
そ
の
際
に
、
今
後
の
運
営
等
に
つ
い
て
、
原
案

を
ま
と
め
、9
月
25
日
の
史
遊
会
で
お
計
ら
い
す
る
予

定
で
す
。 幹

事
か
ら
の
お
知
ら
せ


